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（ １ ）  市は、 給付認定を行っ た子ども について、 保育の利用の申込みがある場合は、 各施設や事業の利用

者を決定するための利用調整を行います。

利用調整は、 毎月、 利用開始日（ 原則各月1日） の前月の16 日以降に行います。 ただし 、 ２ 月利用

開始分は１ 月上旬、 ３ 月利用開始分は１ 月下旬、 ４ 月利用開始分は１ 次調整を２ 月中旬、 ２ 次調整

を３ 月上旬に行います。

※利用調整の対象と なる 施設や事業は、 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分） 及び地域型保育（ 家庭的保育、

小規模保育、 事業所内保育（ 地域枠）） です。

（ ２ ）  利用調整は、 P2 5「 15  利用調整基準表」 に基づき 、 保護者や子ども の状況に応じ て優先順位を決

定し たう えで、 実施し ます。

（ ３ ）  利用調整の結果、 利用先が決定し なかっ たも のの、 保護者に利用先決定まで待機する意思がある場

合は、 引き続き 、 翌月以降も 利用調整を行います。

※提出さ れた必要書類は、 保護者から 取り 下げの連絡がない限り 、 引き続き、 利用調整の資料とし て使用し ます。

　 　 　 　 就労状況や世帯状況に変更があっ た場合は、 必ずお住まいの区の区役所保健福祉課に届け出てく ださ い。

（ １ ） 利用調整の結果、 利用予定先が決定し た場合は、 文書等により お知ら せし ます。

（ ２ ） 市から のお知ら せに従い、 利用予定先にて面接を受けていただき ます。 面接は、 利用開始後の保育

に役立てるために児童の健康状態等を把握するも のであり 、 保護者及び児童と 施設長等の三者で行

います。

（ ３ ）  認定こ ども 園（ 保育部分）又は地域型保育（ 家庭的保育、小規模保育、事業所内保育）を利用する場合は、

別途、 利用する施設又は事業者と 契約を交わす必要があり ます。（ 保育所の場合は不要です。）

（ ４ ） 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分） 及び地域型保育（ 家庭的保育、 小規模保育、 事業所内保育） の

利用開始日は、 原則、 毎月1日付と なり ます。

　 　 　 ※家庭的保育については、 生後5 7 日目が属する 月に限っ て、 月途中の利用開始が可能です。

（ １ ） 世帯の状況に変更があっ たと きは、その都度1 週間以内に各区役所保健福祉課に届け出ると と も に、

必要に応じ た書類（「 就労証明書」「 診断書」 など） を提出し てく ださ い。

　 　 　 ＜世帯状況の主な変更例＞

　 　 　 　 ・ 保護者及び子ども の氏名、 居住地、 連絡先に変更があっ たと き。

　 　 　 　 ・ 世帯員の増減（ 出産、 婚姻、 離婚など） があっ たと き 。

　 　 　 　 ・ 保護者の転職や離職があっ たと き。

　 　 　 　 ・ 保育を必要と する事由に変更があっ たと き。

　 　 　 ※提出が遅れた場合、 遡っ て保育料が変更と なる 場合があり ますので、 ご注意く ださ い。

（ ２ ） 少なく と も 年1回、 保育を 必要と する 事由の確認を 行う ために、「 就労証明書」 及び事由に応じ た

必要書類（ 診断書など） を提出し ていただき ます。

（ ３ ） 給付認定の有効期間満了前に、 保育所、 認定こ ども 園（ 保育部分） 及び地域型保育（ 家庭的保育、

小規模保育、 事業所内保育） の利用をやめる場合は、 各区役所保健福祉課に届け出てく ださ い。

8　 利用調整

9　 利用先の決定から利用まで

10　 給付認定後及び保育利用開始後の提出書類等

※保育を 必要と する 事由に該当し なく なっ た場合は、 給付認定が取り 消さ れる こ と があり ます。
　 給付認定が取り 消さ れる と 、 保育を利用するこ と ができ なく なり ます。

育児休業取得中の保育の継続利用について…

保護者が育児休業を 取得する 際、 既に保育を利用し ている児童が、 次年度に小学校就学を 控えているなどの理

由で保育の継続利用を 希望する場合は、「 育児休業にかかる 継続利用申請書」「 育児休業の取得を 証明する 書類

（ 取得期間などが明記さ れたも の）」 などを 提出し てく ださ い。

（ １ ） ３ 歳から ５ 歳までの幼稚園、 保育所、 認定こ ども 園などを利用する子ども たちの保育料は無償です

（ 副食費については、 保護者の皆様のご負担と なり ます） 。

（ ２ ） ３ 歳未満児の保育料は、子ども の年齢（ 年度当初の年齢）、保育必要量（ 保育標準時間・ 保育短時間）、

父母等扶養義務者の市民税（ ４ 月～８ 月は前年度分、 ９ 月～３ 月は当年度分） の合計額により 決定

し ます。 子ども の年齢が年度途中で３ 歳に達し た場合でも 、 その年度中は３ 歳未満児の額を適用し

ます。 ただし 、 住民税非課税世帯の子ども の保育料は無償です。

※指定都市における市民税の標準税率が８ ％に変更さ れていますが、 保育料算定における市民税の

税率は旧税率（ ６ ％） により 算定し ます。

（ ３ ） 令和５ 年1 2月から 、 第２ 子以降の保育料は無償です。 上の子ども の保育所等の利用の有無や年齢

にかかわら ず、 生計を同一にし ている子ども のう ち、 最年長者を第１ 子、 その下の子を第２ 子と カ

ウント し ます。

（ ４ ） ひと り 親世帯・ 在宅障害児（ 者） のいる世帯で、 父母等の市民税所得割課税額が7 7 ,1 01 円未満の

世帯については、 第１ 子も 軽減措置があり ます。

（ ５ ） 保育料は、 利用開始時に決定後、 毎年４ 月と ９ 月に保育料決定通知書でお知ら せし ます。

（ ６ ） 月の途中で利用を終了する場合には、 日割計算と なり ますので、 お早めにお知ら せく ださ い。

（ ７ ） 以下の場合、 保育料が変更さ れる こ と があり ますので、 速やかに各区役所保健福祉課へ届け出て

く ださ い。

①　 保育料決定後に市民税額が変更になっ た場合

②　 父母等扶養義務者や世帯に変更があっ た場合（ 離婚、 再婚など）

③　 同一世帯員が身体障害者手帳・ 療育手帳・ 精神障害者保健福祉手帳を取得又は喪失し た場合や、

特別児童扶養手当・ 障害基礎年金等を受給開始又は終了し た場合（ 上記（ ３ ） の軽減対象と な

る世帯）

＜市民税について＞

・  市民税は、 市税事務所市民税課又は税務課へ所得等を 申告する必要があり ます。 ただし 、 前年中の所

得が給与所得だけで、 勤務先から 市税事務所へ給与支払報告書が提出さ れている人、 又は、 所得税の

確定申告をし た人は申告の必要はあり ません。

・ 北九州市外から の転入の場合、 市民税所得割課税額がわかる書類の提出が必要です。

・  上記の申告や書類の提出を依頼し たにも 関わら ず、 ご提出がない場合は、 保育料を一旦最高額で決定

するこ と があり ます。

・  階層区分認定の基礎と なる課税額は、 配当控除、 住宅借入金等特別税額控除、 寄附金税額控除、 外国

税額控除、 配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用はあり ません。  

＜保育料の納付について＞

納期限を過ぎた場合、 納付さ れた日及び保育料額に応じ て、 延滞金が加算さ れるこ と があり ます。

災害、 疾病等の事情により 保育料の負担が困難な場合は、 各区役所保健福祉課にご相談く ださ い。

保育料と は別に、 各施設や事業者が定める費用をお支払いいただく 場合があり ます。

　 ●　 保育所の場合

・ 毎月末（ 納期限） までに北九州市に納めてく ださ い。

・ 保育料の納付は口座振替（ 市内の金融機関） でお願いし ます。

・  納期限までに納付がない場合には督促、 電話や文書の催告を行います。 督促し ても 納付のない場合

は、 資産調査や給与調査を行い、 財産を差し 押さ えるこ と があり ます。

　 ●　 認定こ ども 園（ 保育部分）、 地域型保育（ 小規模保育、 家庭的保育、 事業所内保育） の場合

・  各事業者が定める納期限までに、 指定する方法（ 口座振替など） で納めてく ださ い。 詳し く は、 各

事業者に直接ご確認く ださ い。

・  各施設や事業者から の再三にわたる督促や催告に応じ ない状況（ 悪質な対応） が続く と 、 利用契約

を解除さ れるこ と があり ます。
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